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             開 会  午前１１時０７分 

○議長（阿部六平君） ただいまの出席議員数は13人であります。定足数に達しておりま

すので、本日の会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 議案第２９号 平成２５年度大槌町一般会計予算を定めることについて 

  日程第２ 議案第３０号 平成２５年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めるこ 

              とについて 

  日程第３ 議案第３１号 平成２５年度大槌町簡易水道事業特別会計予算を定めるこ 

              とについて 

  日程第４ 議案第３２号 平成２５年度大槌町下水道事業特別会計予算を定めること 

              について 

  日程第５ 議案第３３号 平成２５年度大槌町漁業集落排水処理事業特別会計予算を 

              定めることについて 

  日程第６ 議案第３４号 平成２５年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることに 

              ついて 

  日程第７ 議案第３５号 平成２５年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定める 

              ことについて 

  日程第８ 議案第３６号 平成２５年度大槌町水道事業会計予算を定めることについ 

              て 

○議長（阿部六平君） 日程第１、議案第29号平成25年度大槌町一般会計予算を定めるこ

とについてから日程第８、議案第36号平成25年度大槌町水道事業会計予算を定めること

についてまで予算案８件について一括議題といたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております予算案８件については、議員全員

による予算特別委員会で審査いたしておりますので、委員長報告を省略し、質疑を終結

いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、委員長報告を省略し、質疑を終

結することに決定いたしました。 

  これより予算案８件について、順次討論、採決を行います。 
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  日程第１、議案第29号平成25年度大槌町一般会計予算を定めることについて討論に入

ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第29号平成25年度大槌町一般会計予算を定めることについてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第２、議案第30号平成25年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めることにつ

いて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第30号平成25年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めることについてを採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第３、議案第31号平成25年度大槌町簡易水道事業特別会計予算を定めることにつ

いて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第31号平成25年度大槌町簡易水道事業特別会計予算を定めることについてを採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第４、議案第32号平成25年度大槌町下水道事業特別会計予算を定めることについ

て討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第32号平成25年度大槌町下水道事業特別会計予算を定めることについてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。 

  日程第５、議案第33号平成25年度大槌町漁業集落排水処理事業特別会計予算を定める

ことについて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第33号平成25年度大槌町漁業集落排水処理事業特別会計予算を定めることについ

てを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第６、議案第34号平成25年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることについて

討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第34号平成25年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることについてを採決いた

します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第７、議案第35号平成25年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定めることに

ついて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第35号平成25年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定めることについてを採

決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第８、議案第36号平成25年度大槌町水道事業会計予算を定めることについて討論

に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第36号平成25年度大槌町水道事業会計予算を定めることについてを採決いたしま

す。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 



 206 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第 ９ 議案第３７号 大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについて 

  日程第１０ 議案第３８号 大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについて 

  日程第１１ 議案第３９号 業務委託契約の締結について 

  日程第１２ 議案第４０号 平成２４年度大槌町一般会計補正予算（第１０号）を定 

               めることについて 

○議長（阿部六平君） 日程第９、議案第37号大槌町副町長の選任に関し議会の同意を求

めることについてから、日程第12、議案第40号平成24年度大槌町一般会計補正予算（第

10号）を定めることについてまで、４件を一括議題といたします。 

  ただいま議題に供されました議案について、当局から提案理由の説明を求めます。 

  議案第37号、第38号については町長から、それ以外については総務部長から説明を求

めます。町長。 

○町長（碇川 豊君） 私のほうから人事案件２件についてご提案申し上げます。 

  議案第37号大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについて、提案理由を申し上

げます。 

  復旧・復興にご尽力いただきました石津健二副町長にかわり、新たに大水敏弘氏を副

町長として任命いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会に提案するものであり

ます。大水氏の経歴につきましては、学歴、職歴、公職歴は記載のとおりでございます

ので、省略させていただきます。大水氏の住所は、東京都杉並区成田東三丁目27番11号

ドエルテナ201、生年月日及び年齢は昭和45年10月12日生まれ、42歳でございます。 

  次に、議案第38号大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについて、提案理由を

申し上げます。 

  復旧・復興にご尽力いただきました高橋浩進副町長にかわり、新たに佐藤博行氏を副

町長として任命いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会に提案するものであり

ます。佐藤氏の経歴につきましては、学歴、職歴、公職歴は記載のとおりでございます

ので、省略させていただきます。佐藤氏の住所は、岩手県岩手郡滝沢村滝沢字穴口290番

地17、生年月日及び年齢は昭和39年９月14日生まれ、48歳です。 
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  よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部六平君） 総務部長。 

○総務部長（平野公三君） 人事案件を除く議案２件につきまして一括で提案理由を申し

上げます。 

  議案第39号業務委託契約の締結については、地方自治法第96条第１項第５号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提出す

るものであります。 

  町方地区における区画整理事業について、独立行政法人都市再生機構に委託するもの

であります。 

  議案第40号平成24年度大槌町一般会計補正予算（第10号）を定めることについては、

地方自治法第218条第１項の規定により提出するものであります。 

  国の景気対策の補正予算に伴うもので、社会資本整備総合交付金を充当して実施する

町道辺津ヶ沢線改修工事等により、歳入歳出予算に５億173万3,000円を追加し、歳入歳

出総額を1,073億3,462万5,000円とするものであります。 

  以上、ご審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部六平君） 日程第９、議案第37号大槌町副町長の選任に関し同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

  提案理由の説明及び内容説明は終了しておりますので、直ちに質疑に入ります。（「な

し」の声あり）質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第37号大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについてを採決いたします。 

  この採決は、無記名投票で行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

○議長（阿部六平君） ただいまの出席議員数は12人であります。 

  次に、立会人を指名いたします。 

  会議規則第32条第２項の規定により、立会人に８番里舘裕子君及び９番金﨑悟朗君を

指名いたします。これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、立会人に８番里舘裕子君及び９
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番金﨑悟朗君を指名いたします。 

  投票用紙を配付いたさせます。 

   （投票用紙配付） 

○議長（阿部六平君） 念のため申し上げます。本案に賛成の諸君は「賛成」と、反対の

諸君は「反対」と記載を願います。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

○議長（阿部六平君） 異状なしと認めます。 

  職員の点呼に応じ、順次投票願います。点呼を命じます。議会事務局長。 

   （点呼） 

   （各員投票） 

○議長（阿部六平君） 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認

めます。投票を終了いたします。 

  開票をお願いいたします。立会人の８番里舘裕子君及び９番金﨑悟朗君、立ち会いを

お願いいたします。 

   （開票） 

○議長（阿部六平君） 投票の結果を事務局長から報告させます。 

○事務局長（滝澤康司君） 投票結果を報告いたします。 

             投票総数   12票 

               有効投票 12票 

             有効投票中、 

               賛成 12票 

               反対 ０票 

○議長（阿部六平君） 以上のとおり賛成者が全員であります。よって、本案は原案のと

おり同意することに決定いたしました。 

  日程第10、議案第38号大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについてを議題と

いたします。 

  提案理由の説明及び内容説明は終了しておりますので、直ちに質疑に入ります。（「な

し」の声あり）質疑を終結いたします。 
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  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第38号大槌町副町長の選任に関し同意を求めることについてを採決いたします。 

  この採決は、無記名投票で行います。 

  ただいまの出席議員数は12人であります。 

  次に、立会人を指名いたします。 

  会議規則第32条第２項の規定により、立会人に10番後藤髙明君、11番岩崎松生君を指

名いたします。これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、立会人に10番後藤髙明君及び11

番岩崎松生君を指名いたします。 

  投票用紙を配付いたさせます。 

   （投票用紙配付） 

○議長（阿部六平君） 念のため申し上げます。本案に賛成の諸君は「賛成」と、反対の

諸君は「反対」と記載を願います。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

○議長（阿部六平君） 異状なしと認めます。 

  職員の点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。点呼を命じます。議会事務局長。 

   （点呼） 

   （各員投票） 

○議長（阿部六平君） 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認

めます。投票を終了いたします。 

  開票をお願いいたします。立会人の10番後藤髙明君及び11番岩崎松生君、立ち会いを

お願いいたします。 

   （開票） 

○議長（阿部六平君） 投票の結果を事務局長から報告いたさせます。議会事務局長。 

○事務局長（滝澤康司君） 投票結果を報告いたします。 

             投票総数   12票 

               有効投票 12票 
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             有効投票中、 

               賛成 12票 

               反対 ０票 

  以上です。 

○議長（阿部六平君） 以上のとおり賛成者が全員であります。よって、本案は原案のと

おり同意することに決定いたしました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

○議長（阿部六平君） ただいま同意されました副町長の人事案件について、本人が議場

に来られておりますのでご挨拶をいただきます。 

○副町長（佐藤博行君） ただいま副町長への選任にご同意をいただきました佐藤でござ

います。大変身に余る光栄であり、その職責の重大さに身の引き締まる思いであります。

もとより微力ではございますが、これまでの行政経験を生かし、碇川町長を補佐し、大

槌町の再生のため全身全霊を復旧・復興に傾注してまいる所存であります。 

  どうか議員の皆様のご指導、ご鞭撻とともに、町民の皆様方のご支援とご協力を賜り

ますよう衷心よりお願い申し上げ、私からのご挨拶といたします。 

○議長（阿部六平君） 日程第11、議案第39号業務委託契約の締結についてを議題といた

します。 

  提案理由の説明は終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。地域整備部長。 

○地域整備部長（土橋清一君） 議案第39号業務委託契約の締結について。 

  １、契約の目的。大槌都市計画事業町方震災復興土地区画整理事業業務委託。 

  ２、契約の方法。随意契約。 

  ３、契約の金額。117億2,464万円です。 

  ４、契約の相手方。岩手県盛岡市中央通一丁目７番25号。独立行政法人都市再生機構、

震災復興推進役 小山潤二です。 

  １、仮契約年月日、平成25年３月８日。２、委託内容、別紙参考資料のとおりです。 

  参考資料でご説明いたします。 

  大槌都市計画事業町方地区震災復興土地区画整理事業の業務委託契約の概要について

ご説明いたします。 

  前に全協におきまして町方の復興事業についてはＵＲ、今の都市再生機構さんと契約
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したい旨のことをお伝えしておりました。そして協議いたしております。 

  １の目的なんですが、大槌町町方震災復興土地区画整理事業の円滑な推進を目的に施

行に関する業務を委託するものです。 

  まず、３の（２）の委託理由を説明いたします。大槌町町方震災復興土地区画整理事

業の施行について、東日本大震災に係る大槌町復興整備事業の推進に関する協力協定書

第３条第３項の規定に基づく協議が整ったことから、第３条第５項の規定に基づき委託

するものです。 

  次のページの絵の次に先ほど申しました協力協定書の写しが入っております。その中

で、第３条第３項、少し略しますけれども、甲及び乙は対象地域の合意形成の状況及び

計画の合理性等について確認した上で、事業に向けた計画検討、事業推進等を実施する

業務について甲乙間で協議すると書かれてあります。５項のほうでは業務を委託する場

合は甲乙間で別途契約するものとするという、これに基づいて協定するものです。 

  それで、２番目の業務概要です。（１）業務実施のために必要な調査及び測量に関する

業務と、あと一番金額的に高いのが６番になります。事業計画に定められた公共施設及

び宅地の整備に関する業務、ここが一番117億円の中で相当数のお金が入っている部分で

す。あと11番ではその他前各号に掲げる業務に附帯する業務ということで、11項目につ

いて業務概要になっております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部六平君） 質疑に入ります。芳賀 潤君。 

○２番（芳賀 潤君） 町方の復興でＵＲさんということで、長期的、６年間ですか、31

年の３月までということで100億円を超える事業なんですが、委託した後に年次計画書と

か年次の事業計画書、予算規模、進捗状況等を当局との間で報告とか計画提出とかって

やっていくのか、それとも例えば平成25年度の計画等々についてまた議会とか全協とか

に説明する予定があるのかということについて伺いたいと思います。 

○議長（阿部六平君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（川野重美君） ただいまの芳賀議員のご質問でございますが、基本的に

毎年度契約は行っていくという考え方でおります。当然、事業の進捗等にもかかわって

きますので。ＵＲさんのほうとも今後協議をしないといけないんですが、現段階では前

回全員協議会でお示ししたような形での説明、こういったのもする必要があるというふ

うに考えております。以上です。 
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○議長（阿部六平君） 芳賀 潤君。 

○２番（芳賀 潤君） 予算委員会の附帯でも出たとおり、24年度繰り越しが多かった分

25年度実施事業が多くなるわけで、その辺を住民さんにも伝えないといけないし、もち

ろん議会のほうにも提出していただいて、どの程度の進捗であるだとか当初見込みから

若干おくれ気味だとか、そういうことをきちっと報告していただきたいと思いますし、

今の課長の答弁だと、毎年契約をしていくというふうに答弁したんですが、契約は１本

なのか、それとも進捗に合わせて25年分契約、26年分契約なのか、確認の意味でもう一

度お願いします。 

○議長（阿部六平君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（川野重美君） 済みません。ちょっと答弁の仕方が悪かったと思ってお

ります。契約自体は１本でございますが、ただＵＲさんのほうで進捗状況に応じて当然

変わってくるということもございますので、そこの内容等についてはその年度ごとの内

容を議会のほうに報告をすると。また、あわせて地区の住民の方、そういった方々にも

工事の進捗等についても説明をしていくということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（阿部六平君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第39号業務委託契約の締結についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

○議長（阿部六平君） 日程第12、議案第40号平成24年度大槌町一般会計補正予算（第10

号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明は終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（平野公三君） 議案第40号大槌町平成24年度一般会計補正予算（第10号）を

定めることについてご説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正、歳入９款地方交付税１項地方交付税、補正額710万7,000

円は、今回の補正財源として計上する震災復興特別交付税であります。 

  13款国庫支出金２項国庫補助金、補正額３億2,612万6,000円は、国の補正予算に係る
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社会資本整備総合交付金で、今回の道路関係事業費の65％の補助率であります。 

  20款町債１項町債、補正額１億6,850万円は、今回の道路関連事業費の補助残に対する

町債であります。 

  ２ページをお願いいたします。 

  歳出、８款土木費２項道路橋梁費、補正額５億173万3,000円は、国の景気対策に係る

補正予算に伴い実施する町道辺津ヶ沢線等の改修工事費であります。 

  ３ページをお願いします。 

  第２表 繰越明許費８款土木費２項道路橋梁費、事業名、社会資本整備総合交付金事

業、金額５億173万3,000円。 

  ４ページをお願いします。 

  第３表 地方債補正、追加。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法の

順に読み上げます。なお、２段目以降の起債の方法、利率、償還の方法については省略

させていただきます。 

  町道辺津ヶ沢線改修事業、7,130万円。証書借入または証券発行。年5.0％以内。ただ

し、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直

し後の利率。政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者

と協定するところによる。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、

または繰上償還もしくは低利息に借りかえることができる。 

  町道舗装改修事業6,470万円、橋梁改修事業1,990万円、大槌橋改修工事1,260万円。 

  以上、ご審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部六平君） 質疑に入ります。３ページ、第２表 繰越明許費。（「なし」の声

あり）進行します。 

  ４ページ、第３表 地方債補正、追加。野﨑重太君。 

○12番（野﨑重太君） このことは別にあれなんだけれども、この中で大槌橋というのが

出てきますよね。我々が感じている大槌橋というのは津波に流されたはずなんだけれど

も、これはどういう意味の大槌橋の改修工事なのか、その辺のところ。 

○議長（阿部六平君） 地域整備部長。 

○地域整備部長（土橋清一君） 大槌橋は、橋台等が主にひびが入ったり、あと桁下の壁

のところにクラックが入ったりして、大槌病院のところの橋です。 

○議長（阿部六平君） 岩崎松生君。 
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○11 番（岩崎松生君） 済みません。私もちょっと字が読めないところがあるんですが、

この工事請負費の……、（「地方債」の声あり）地方債やってっけ。まだ進んでない。済

みません。じゃあ、進んでからでいいです。 

○議長（阿部六平君） ７ページ、歳入、全部。阿部義正君。 

○13番（阿部義正君） 先ほどの説明の中で国庫補助金 65％というお話があって、この事

業をやるために地方債を発行するということで、35％が全く地方単独で負担するのか、

その辺をお伺いします。 

○議長（阿部六平君） 財政課長。 

○財政課長（澤舘和彦君） 今回の事業に関しては 65％が確かに交付金で入ってきます。

残りは地方債で負担するということになります。この地方債に関しては、過疎債、それ

から一部は一般公共事業債、そういった形で充当する格好になってございます。 

○議長（阿部六平君） 進行します。８ページ、歳出。岩崎松生君。 

○11番（岩崎松生君） 先ほどは済みませんでした。 

  ８ページの、何でもない簡単なことなんですが、ちょっと私のわからない場所がある

ので、工事請負費の３番目、これは何と読むのか、それと場所はどこなのか、ちょっと

教えてくれますか。 

○議長（阿部六平君） 地域整備部長。 

○地域整備部長（土橋清一君） 「くずない」です。そして、場所は折合になります。（「折

合ね」の声あり）の奥のほう、入っていったほうです。（「はい、わかりました」の声あ

り） 

○議長（阿部六平君） 進行します。質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第40号平成24年度大槌町一般会計補正予算（第10号）を定めることについてを採

決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１３ 請願の訂正について 
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○議長（阿部六平君） 日程第13、請願の訂正についてを議題といたします。 

  請願第４号大槌町畜産振興公社解散に伴う今後の新山牧場の利用については、手元に

配付いたしておりますとおり、請願者から訂正の請願書が提出されております。 

  お諮りいたします。請願第４号の訂正について、これを許可することにご異議ござい

ませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、請願第４号の訂正については許

可をすることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっています請願第４号は、産業建設常任委員会

に付託されておりますが、閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、請願第４号は閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１４ 請願審査報告 総務教民常任委員会 

○議長（阿部六平君） 日程第14、請願審査報告を議題といたします。 

  請願第１号大槌病院を適地に配置し町民と共に早期に建設することを求める請願につ

いて、総務教民常任委員長の報告を求めます。後藤委員長、ご登壇願います。 

   （総務教民常任委員長 後藤髙明君 登壇） 

○総務教民常任委員長（後藤髙明君） それでは、請願第１号大槌病院を適地に配置し町

民と共に早期に建設することを求める請願について、審査結果をご報告いたします。 

  本請願については、今期定例会において付託されておりましたが、去る３月６日に委

員会を招集し、審査いたしました。県医療局並びに町当局が県立大槌病院の再建を寺野

地区に進めているところでありますが、別の沢山地区に建設を求めることは、県立病院

の早期再建を目指す大槌町の復興に支障を来すおそれがあると思われることから、委員

会はこれを不採択とすることを決定いたしました。 

  審査結果につきましては請願審査報告書のとおりでございますので、よろしくお願い

申し上げます。以上です。 

○議長（阿部六平君） お諮りいたします。本案は付託案件でありますので、質疑を終結
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いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議ありませんので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。阿部俊作君。（「賛成討論ですけれども」の声あり） 

  最初に反対討論。（「なし」の声あり）では、どうぞ。 

○５番（阿部俊作君） この請願に関しまして代表者の方から追加のお話を聞いておりま

すので、少しご報告いたします。 

  この方たちがまたさらに署名を集めまして、377ほど町長に届けております。その際で

ございますが、この病院建設をおくらせる、そういう意図は毛頭ないことでありますし、

町当局に対し特別な反対というわけではありませんが、こういう一般的な意見もあると

いうことを知らしめたい、そういう意図もあるということでございます。 

  まず、そういうことで出されたのが、今まで１つのことで進めてまいりましたけれど

も、こういう２つの選択肢があってもいいのではないか、そういうことで出されてきた

問題でございます。そして、地域の中でさまざまな意見とか問題が出てくる。これは進

めていって初めてわかることも出てくるわけでございますので、そういう面で二者択一、

そして期限的には来年度からどういう形でも進めなければならないわけでございますけ

れども、今年度中、あと16日しかありませんけれども、まだ考える余地があるのではな

いか、そういう思いの中でこういう提出をしているものでございます。 

  この病院に関しての説明は１月に出されて、町民が十分みんな考える時間がないまま

こういうふうに設定という形になったものですから、町民の中にはそういう意見がある

ということでこういう請願を出したものでございますので、これを採択することによっ

てこのとおりになるということではございませんが、町当局にもっと広い意味で物を見

てほしい、そういう趣旨でございます。 

  また、今置かれているいろいろな問題につきまして、学校と病院が同じ場所を争うよ

うな形になっているわけでございます。そして、地域の人たちも、学校も病院も早く建

設してほしい、そういう意味合いを持って問題を解決する、もう少し深く町民の間に入

って声を聞きながら進めてほしいという、そういう願いでございます。 

  町長を初め教育委員会の皆さん、大変苦労してこういう場所を設定したことには敬意

を表したいと思います。最初からすばらしい町を目的にやったわけでございますけれど

も、いかんせん狭い土地なわけですので、本当にいい学校をつくるにはどうしたらいい
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か、いろんな問題が出てくる中でもう一度考えてほしい、そういう話でございます。場

所が病院と学校一緒になっているので、そういう思いで出されております。あと16日で

はございますけれども、まだまだ来年度から進めると、時期的に決して遅いとは思って

おりません。私自身もそういう思いには賛成したいと思いますので、ここで賛成討論を

いたします。よろしくお願いします。 

○議長（阿部六平君） 討論を終結いたします。 

  請願第１号大槌病院を適地に配置し町民と共に早期に建設することを求める請願につ

いてを採決いたします。 

  本請願を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立少数であります。よって、本請願は不採択と決定いたしまし

た。 

  続きまして、請願第２号消費税増税に反対する請願書について、総務教民常任委員長

の報告を求めます。後藤委員長、ご登壇願います。 

   （総務教民常任委員長 後藤髙明君 登壇） 

○総務教民常任委員長（後藤髙明君） それでは、請願第２号消費税増税に反対する請願

書について審査結果をご報告いたします。 

  本請願については、今期定例会において付託されておりましたが、去る３月６日に委

員会を招集し、審査いたしました。東日本大震災の被災地にとって、消費税の増税は被

災者の生活を困窮させるとともに復興を進める町の妨げになると思われることから、委

員会はこれを採択とすることに決定いたしました。 

  審査結果につきましては請願審査報告書のとおりでございますので、よろしくお願い

申し上げます。以上です。 

○議長（阿部六平君） お諮りいたします。本案は付託案件でありますので、質疑を終結

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議ありませんので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  請願第２号消費税増税に反対する請願書についてを採決いたします。 

  本請願を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により議

長において本案に対する可否を裁決いたします。 

  本請願については議長は可決と裁決いたします。よって、本請願は採択と決定いたし

ました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１５ 閉会中の継続審査申出書 総務教民常任委員会 

○議長（阿部六平君） 日程第15、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 

  総務教民常任委員長から、委員会において審査中の生活保護基準の引き下げはしない

ことの意見書提出を求める請願書について、会議規則第75条の規定により閉会中の継続

審査の申し出がありました。 

  お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり閉

会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１６ 発議案第１号 大槌町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

○議長（阿部六平君） 日程第16、発議案第１号大槌町議会委員会条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。後藤議会運営委員長、ご登壇願います。 

   （議会運営委員長 後藤髙明君 登壇） 

○議会運営委員長（後藤髙明君） それでは、発議案第１号大槌町議会委員会条例の一部

を改正する条例について、提案理由を説明いたします。 

  本条例は、地方自治法の一部を改正する法律の施行によりこれまで委員の選任方法、

在任期間等、法律で定めていた事項を条例に委任することになったことから改正するも

のであります。 

  次のページをお願いします。 

  第７条、委員の選任について。次の項を加え、改正前の１項から４項を、４項から７

項に順次繰り下げるものであります。 
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  第７条第１項は、議員は少なくとも１つの常任委員会となることとするものでありま

す。 

  第２項は、常任委員及び議会運営委員は会期の初めに議会で選任することとするもの

であります。 

  第３項は、特別委員は議会で選任し、付議された事件が審議されている間在任するこ

ととするものであります。 

  附則、この条例は公布の日から施行すると。 

  以上、ご審議よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（阿部六平君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより発議案第１号大槌町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

○議長（阿部六平君） ここで、高橋副町長と石津副町長よりご挨拶の申し出がありまし

たので、発言を許します。 

  初めに、高橋副町長。ご登壇願います。 

   （副町長 高橋浩進君 登壇） 

○副町長（高橋浩進君） 議長のお許しをいただきましたので、私ごとではございますが

一言ご挨拶を申し上げます。 

  ご案内のとおり、私はこの３月をもって副町長の職を辞することになりました。議員

の皆様方には大変お世話になり、心から深く感謝申し上げる次第であります。 

  思い起こせば、私が副町長に就任いたしましたのは、東日本大震災の発災からちょう

ど７カ月目の平成23年10月11日でございました。当時の役場はまだ混沌としておりまし

て、ご記憶もあろうかと思いますが、歩けばギシギシと音がするようなプレハブで事務

をとり、また町議会におかれましては、公民館の会議室を議場とされていたところでご

ざいます。その会議室の議場におきまして、こうしてきょうのように副町長の就任のご
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挨拶を申し上げましたが、身の引き締まる思いで申し上げたことを思い出されるところ

でございます。 

  千年に一度とも言われる未曽有の大災害からの町の復興であります。その一挙手一投

足はまさに歴史に刻まれると言っても過言ではないと思います。長く後世に残る一大プ

ロジェクトであると思います。私はこのプロジェクトの一員として碇川町長をお支えし、

町のプロパー職員の皆様、そして全国から集まった応援職員の皆様と一緒になって仕事

をさせていただきましたこと、これは生涯忘れることのできない思い出となりました。 

  町の社会経済基盤のほとんどが失われ人口流出が深刻化する中、私は、復興が目に見

えて進まない状況に内心じくじたる思いをいたしながら、内外の情勢を踏まえ今後長期

にわたる町の産業再生に向けた方向に思いを巡らしながらその基盤づくりに取り組んで

まいったところでございます。 

  また、地域資源を生かした新たな産業の創出あるいは町の歴史や文化などを背景とし

た個性あるまちづくりを展開していくため、東京大学との連携協定の締結を初めといた

します産学官の連携の促進、さらには復興まちづくり大槌株式会社の設立などにも力を

注いでまいったところでございます。 

  こうした中で、町の復興が今まさに緒に就いたこの時期に志半ばで副町長の職を離れ

ますことは、まことに申しわけない気持ちもございます。皆様にはどうか世界に誇れる

美しい町の実現を目指され、碇川町長のリーダーシップのもと、オール大槌でこの難局

を乗り越えていただきたいと切に願うばかりであります。 

  私は４月から岩手県庁のほうに復職をいたしますが、大槌町民イコール岩手県民でご

ざいます。立場は変わりますが、引き続き大槌町の復興を支援してまいる所存でありま

す。なお、先ほどご同意をいただきました後任の佐藤博行氏は私以上に幅広い行政経験

をお持ちの方でありますので、議員の皆様には引き続きご指導、ご鞭撻をお願い申し上

げます。 

  終わりに、議員各位を初め町民の皆様方から頂戴いたしましたご厚情に対しまして重

ねて御礼を申し上げますとともに、大槌町の一日も早い復旧・復興と皆様の今後ますま

すのご活躍、ご健勝をお祈り申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。まことにあ

りがとうございました。 

○議長（阿部六平君） 次に、石津副町長。ご登壇願います。 

   （副町長 石津健二君 登壇） 
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○副町長（石津健二君） 副町長の退任に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

  このたび任命権者の要請により、３月31日付で副町長を退任し４月１日付で国土交通

省東北地方整備局に復帰することとなりました。平成23年10月７日の臨時議会におきま

して議員の皆様方から副町長選任の同意をいただき、10月11日から復興計画の策定、遂

行の業務を担当させていただきました。初めての地方自治勤務ということで不安もござ

いましたが、これまで勤められたのも議員の皆様方、職員のみなさんのご支援、ご協力

があってのことと感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

  今日まで１年半近くでございますが、全国の自治体並びに関係機関等から多くの派遣

職員の応援をいただき、プロパー職員とともに、まずは町民の皆さんが一日も早く住ま

いの再建ができるよう関連する業務を進めてまいりました。議員の皆様方からもご支援、

ご協力を賜り、震災復興土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、災害公営住宅整備

事業などについて計画づくりが主体でございましたが、職員の皆さんとともに進めてま

いりました。本年１月には災害公営住宅の着工、町内４地区の区画整理事業については、

先週３月７日付で岩手県知事より事業認可をいただいたところであり、さらに先ほどは

町方地区土地区画整理事業の業務委託契約の締結について議決をいただいたところであ

ります。 

  このように、復興はまだ緒に就いたばかりですが、確実に一歩ずつ進んではいます。

平成25年は復興のつち音を響かせ、復興のスピードを加速化し、復興が実感できる年に

なればと願うものであります。これから復興をなし遂げていくためには大変なご苦労が

あろうかと思います。町民の皆さん、議員の皆様方、職員の皆さんが一丸となって推し

進めていただきたいと思います。主人公は大槌町の皆さんであります。 

  結びになりますが、議員の皆様方には改めて感謝を申し上げますとともに、謹んで大

槌町議会の限りないご発展と議員の皆様方がご壮健でさらなるご活躍いただきますこと、

そして大槌町の一日も早い復興を心から祈念申し上げまして、退任のご挨拶、感謝の言

葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（阿部六平君） 大変ご苦労さまでございました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

○議長（阿部六平君） これで、本日の日程は全部終了いたしましたので会議を閉じます。 

  以上で、本定例会に付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

  よって、平成25年第１回大槌町議会定例会を閉会いたします。 
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  ご苦労さまでした。 

             閉 会  午後０時２１分 
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 上記平成２５年第１回定例会会議の次第は、書記の記載したものであるが、その内容の
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